
 

食品衛生法施行細則の改正について（概要） 

 

 

 

 

１ 内 容 

（１）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）及び食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第

２３号）の改正に伴う条ずれを改正する。 

（２）以下の様式については、営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱

いについて（令和２年３月３１日付け薬生食監発０３３１第１１号厚生労働省医薬・生活衛生

局食品監視安全課長通知（最終改正：令和２年１２月８日））において示された標準様式をもと

に規定する。 

ア 第６号様式 食品衛生管理者選任（変更）届 

イ 第７号様式 営業許可申請書・営業届（新規、継続） 

ウ 第９号様式 地位承継届 

エ 第10号様式 営業許可申請書・営業届（変更） 

オ 第11号様式 営業許可申請書・営業届（廃業） 

（３）以下の様式については、食品衛生等申請システムにおいて規定する様式に改正する。 

  ア 第８号様式 営業許可証 

（４）以下の様式については、行政手続等における押印見直し方針の制定及び見直しの実施に   

ついて（令和３年３月８日付け行革第６４８号及び政法第１４１０号総務部長通知）に基づき、  

申請者等による押印欄を廃止する。 

  ア 第１号様式 製品検査申請書 

 イ 第２号様式 標紙 

  ウ 第３号様式 封紙 

  エ 第５号様式 検査申請書 

 

２ 施行期日  令和３年６月１日※に施行する。 

※食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）附則第１条第３号及び 

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（令和元年政令第１２１号）で規定

される施行日 

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の改正等に伴い、営業許可申請書等を規定 

する食品衛生法施行細則（昭和６３年千葉県規則第１９号）を改正する。 


